
Ｄ
Ｋ
Ｂ
の
新
体
制P

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
部
門P

part 2

dai- ichi  kangyo bank  199940

コーポレート部門

40

当行のカンパニー制においては、四つのカンパニーのほかに、本社機能として、「コーポレ

ート部門」と「行内業務監査部門」を設置しています。コーポレート部門は、当行グループ全

体の事業戦略やリスク管理といった全社横断的なスタッフ機能を担当する部門です。

具体的には、コーポレート部門として、秘書室のほかに、事業戦略、財務政策、リスク管

理、情報・インフラ戦略、人事政策の各担当役員の傘下にそれぞれのスタッフとしての組織

を設置しています。

事業戦略担当役員傘下の組織は、中長期的な当行グループ全体の事業戦略を担当する部門

で、経営企画室、企画室、グループ戦略室、資産運用・管理企画室、広報室、調査室で構成

されています。特に、グループ戦略室は、金融ビッグバンに適合したグループ戦略を強化す

るために、また資産運用・管理企画室は、資産運用・管理業務について一層の戦略的な取り組

みを図るため、新たに設置したものです。

財務政策担当役員傘下の組織は、全社的な資源配分や資金収益管理、決算などの財務運営

を担当する部門で、業務運営室と主計室で構成されています。また、格付機関や投資家に対

する財務広報などIR活動を担当する組織として、業務運営室内にIR室を設置しています。

リスク管理担当役員傘下の組織は、ALM、流動性リスク管理、市場リスク管理、全社的な

信用リスク管理および融資業務管理などを担当する部門で、資金管理室、市場リスク管理室、

融資企画室、審査第四部で構成されています。

情報・インフラ戦略担当役員傘下の組織は、全社的な情報システムの整備を担当する情報

システム企画室、当行所有の動産・不動産の管理・活用を担当する管財室、国内外の決済業務

を担当する決済業務企画部で構成されています。特に、決済業務企画部は、世界的な決済シ

ステム改革にともなう決済リスク管理体制の構築が銀行に求められているなか、決済リスク

管理の強化を図るとともに決済ビジネスに積極的に取り組んでいくために、新たに設置した

ものです。

人事政策担当役員傘下の組織は、人事や行員の教育・研修などを担当する部門で、人事室

と大阪事務所で構成されています。

コーポレート部門
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経営会議
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情報システム企画室
管財室
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市場業務管理部

●コーポレート部門
系統図

（平成11年7月9日現在）

取締役会
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リスク管理への取り組み

●● 基本的な考え方 ●●

金融の自由化・国際化・証券化の進展により、銀行業務はますます多様化し、複雑化していま

す。それにともない、信用リスク・市場リスク・事務リスクなど銀行の抱えるさまざまなリス

クも増大し、銀行経営に大きな影響を及ぼすようになっています。

銀行が行うさまざまな取引には常にリスクがともなうため、お客さまの多様化・高度化す

るニーズにお応えしつつ銀行経営の健全性を確保していくためには、リスク管理体制の強化

が不可欠です。また、万一損失が発生した場合、それを最終的に吸収できる自己資本を充実

させておくことも必要です。

当行では、自己資本の水準から許容できるリスク量の適正なコントロールを行っています。

なお、銀行経営の健全性を確保するために国際的に導入されている自己資本比率規制（い

わゆるBIS規制）において、当行の自己資本比率は平成11年3月末現在で、11.46％となっ

ており、国際的に銀行業務を展開していくうえで必要となる8％を大幅に上回る水準を確保

しています。

●● リスク管理体制 ●●

リスク管理については、各専門部署が与えられたリスク量の範囲内で、厳正なリスク管理を

行っていますが、本年4月のカンパニー制導入にともない、市場リスク・流動性リスク・信用

リスクを全行的観点から統括するリスク管理担当役員をコーポレート部門に置き、リスク管

理体制の充実を図っています。さらに、これらのリスクを経営レベルで総合的かつ専門的に

管理を行うために、ALM・マーケットリスク管理委員会と信用リスク管理委員会という二つ

の経営委員会を設置しました。

ALM・マーケットリスク管理委員会では、市場動向に応じた資産・負債構成の最適な運営方

針やトレーディング業務を含めた市場リスクの管理方針を協議し、また信用リスク管理委員

会では、当行の与信業務に関する基本方針や信用リスクの管理方針を協議します。これらの

方針やリスク管理の状況は経営トップに定期的に報告され、過大なリスク負担をしていない

かチェックできる体制となっています。

なお、流動性の管理については、円貨および外貨ともに、日々のマーケット環境を的確に把

握し、資金の運用調達状況や資金調達可能額の分析をもとに緻密な管理を実施しています。

また、平成11年4月のカンパニー制導入のなかで、コーポレート部門に決済業務企画部を

新設し、外国為替業務における取引相手国との時差により発生するリスクなど、国内外の決

済業務に関連するリスクを一元的に管理する体制としています。

信用リスク

銀行にとっての信用リスクとは、貸出先・デリバティブ取引の相手方や保有する有価証券な

どの発行体の経営状況の悪化や倒産などにより、利息や元本の回収ができなくなる、あるい

は契約の履行が行われなくなることにより、銀行が損失を被るリスクのことをいいます。

銀行が抱えるさまざまなリスクのうち、信用リスクは経営に与えるインパクトが最も大き

いものであり、金融の高度化・グローバル化により複雑化した信用リスクを統一的に把握・

管理し、資産の健全性の維持・向上を図るために、当行では以下の体制整備により、信用リ

スク管理の厳正化、高度化に努めています。
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●● 信用リスク管理体制 ●●

信用リスク管理体制を充実させるための基本的なインフラとして、当行では、従来の格付制

度を平成9年7月に全面的に見直し、原則としてすべての与信先に対し新しい信用リスク格

付を付与し、全資産について信用リスクの統一的把握を行っています。

信用リスク格付を付与するための作業は、自己査定作業の一次作業と位置づけたうえで、

信用リスク格付を早期是正措置制度における自己査定の債務者区分と一致させています。ま

た、与信先の決算状況などを速やかに反映すべく、最低年1回の見直しを行っています。

さらに、資産ポートフォリオ管理や管理会計システムの充実・強化を進める観点から、昨

年2月より、地域・格付・業種ごとの予想貸倒損失額や信用リスク量の計測を開始しました。

本年3月からは信用リスク計量化システムのレベルアップにより、案件ごとの詳細な保全状

況などを反映した計測を行っています。

貸倒コストを勘案した個別案件ごとの収益性やリスク量の分布状況などの計測結果は、リ

スク対リターンの向上や資産ポートフォリオ管理の強化を目的とした各種施策に活用して

います。

また、本年4月に移行したカンパニー制においては、信用リスク計量化の成果を、各カンパニ

ーへの適正な資本配分額の決定に活用するほか、カンパニーごとのROC（Return On risk

Capital）の測定やパフォーマンス評価などへ利用していくことも検討していく予定です。

●● 組織体制・審査機能 ●●

審査機能の充実強化を図る観点から信用リスクのあるカンパニーについては、カンパニー内

に審査部および審査担当役員を置き、さらに一定以上の金額の案件については経営組織であ

る経営会議が案件の決裁を行う体制としました。

また、全行的な信用リスクの管理部署としてコーポレート部門内に融資企画室を設置し、

資産ポートフォリオ管理の強化や与信業務にかかわる各種規程・手続の整備などを統一的に

進めています。

昨年3月に、当行の貸出の基本方

針や案件の考え方を「融資業務規範」

として明文化しましたが、営業店に

おける融資案件の取り上げおよび審

査部における案件審査については、

この「融資業務規範」に基づくことを

徹底し、貸出資産の健全性・収益性の

維持・向上に注力しています。

●● 信用リスク計量化とは ●●

「信用リスク計量化」とは、与信先の

倒産や経営状況の悪化などの不確実
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対象資産等

貸出金

支払承諾見返

外国為替

貸付有価証券

デリバティブ取引

未収利息

仮払金など

格付対象先

一般事業法人

中間法人

公益法人

国・地方公共団体

営業性個人

金融機関

ＳＰＣなど

信用リスク格付
（債務者格付）

1～10

債務者区分

正常先

分類区分

1

2

3

4

11

12

13

14

要注意先

破綻懸念先

実質破綻先

破綻先

PP

予想貸倒�
損失額�

中央値� 損失額� 最大損失額�

信用リスク量�

頻
　
度�

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

●損失額分布
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な事象によって、将来どの程度損失が発生するのかを確率的に予測することです。

すなわち、信用力の変動を「倒産の可能性の変動」という事象で表し、平均的に見込まれる

損失である「予想貸倒損失額」と、損失額の最大のブレ幅である「信用リスク量」を計測し、将

来、収益や自己資本に与える影響度を測定するものです。

信用リスク計量化に際しては、モンテカルロシミュレーション（1万回の試行により、さま

ざまな倒産率を発生させる）を行い、発生した損失の中央値（シミュレーションにより発生し

た1万個の損失額を小さい順から並べてちょうど中央の値）を「予想貸倒損失額」とし、一定の

信頼区間における最大損失額と中央値との差額を「信用リスク量」とします。

市場リスク管理

銀行は、お客さまのニーズに応じたさまざまな金融商品を提供しています。また、独自に市

場と取引することで収益を追求しています。金融商品の価値は、為替や金利、株価などの市

場価格が変動することで増減しますが、この影響で銀行が損失を被るリスクのことを市場リ

スクといいます。

一方、金融商品の価値の増減は収益の源泉でもあるため、銀行は市場リスクをあらかじめ

定めた範囲内に収めつつ、適切にコントロールして収益をあげていくことが重要となります。

●● 市場リスク管理体制 ●●

当行では、全社的な市場リスク管理を行う専門部署として市場リスク管理室を設置し、市場

リスク管理に積極的に取り組んでいます。ここでは、毎日当行の市場リスクを連結子会社を

含むグローバルベースで一元的に計測・管理し、情報を経営トップをはじめ関係部署に報告

しています。

全社レベルでの市場リスク管理に加え拠点レベルでも、実際に取引を行う部署（フロント

オフィス）や記帳・決済を行う部署（バックオフィス）から独立した市場リスク管理専門部署

（ミドルオフィス）を設置しています。

また、日々のオペレーションについても、階層構造ごとに取りうるリスクの限度を定め、

コントロールするなど、きめ細かなリスク管理を行っています。

当行では、リスク計測・管理の手法として、バリュー・アット・リスク法、ベーシス・ポイン

ト・バリュー法など、さまざまな手法を用いて日々の業務管理を行っています。

●● バリュー・アット・リスク ●●

バリュー・アット・リスク法とは、金融商品の種類にかかわらず同じ基準で市場リスクを計測

し、一つの数値（VaR）で表すことのできる手法であり、国際的にも広く認められている手法

です。

VaRとは、統計的考え方に基づき、一定の確率で今後ある保有期間内に生じる可能性のあ

る最大の損失額のことをいいます。

例えば、ある日のVaRが保有期間1日間、確率（信頼区間）90％で1億円であれば、その翌

日までに発生する損失は90％の確率で最大でも1億円までに収まるだろう、ということです。

この手法による市場リスク計測の有効性をチェックするため、当行では計測したリスク額

と実際の損益額を比較するバックテストを行っています。

また、バリュー・アット・リスク法は統計的な仮定に基づく市場リスク計測手法であるため、

仮定した水準を超えて市場が急激に変動した場合にどの程度の損失を被るかについてのシミ

ュレーション（ストレステスト）を定期的に実施し、バリュー・アット・リスク法とあわせて市

場リスク管理に用いています。
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その他の�
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為替リスク�金利リスク�
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VaR（億円）�

●VaRの推移（平成10年4月～平成11年3月）

●平成10年度のリスク
要因別トレーディング
VaR（期中平均）

●時価評価損益（絶対値）
とVaRの分布

トレーディング業務にお

ける平成10年度の市場

リスクをリスク要因別に

見たものです（期中平均）。

リスク要因別では「金利

リスク」が58％を占めて

います。「その他のリスク」

とは株価リスク、オプシ

ョンリスクなどです。

トレーディング業務における市場リスク額（VaR）の推移を表したも

のです（保有期間1日、信頼区間2標準偏差）。期間中のVaRの平均は

11億円、最小3億円～最大23億円で推移しました。

トレーディング業務における平成10年度の日々のVaRと、

対応する時価評価損益（絶対値）の対比分布を見たものです。

グラフ上の対角線より上側（左上半分）にある点は、時価評

価損益の絶対値がVaRを上回ったことを表します。

期間中にVaRを上回る損益が発生したのは16日でした

(超過率16/260=約6％)。VaRは信頼区間2標準偏差（片

側97.7％、両側95.4％）で測定しているため、モデル上

の超過率は4.6％（=100％－95.4％）を中心とした分布に

なりますので、この超過率は高い精度を示しているものと

考えられます。

なお、トレーディング業務における平成10年度末の市場リスク額〔VaR／保有期間1日、

信頼区間2標準偏差（片側97.7％）〕は7億円となっています。

政策目的の保有株式などを除くバンキング業務における平成10年度末の市場リスク額

〔VaR／保有期間1か月*、信頼区間2標準偏差（片側97.7％）〕は1,672億円となっています。

*バンキング業務のVaRは、その業務の性格に合わせて保有期間を1か月として計測しています。なお、一定の仮定のもとでは、保有期間

1日のVaRは、保有期間1か月のVaRのおおむね5分の1程度になります。

●● 円貨バンキング運営 ●●

当行では、バンキング業務に関する金利リスクを、金利改定期間別ラダーおよびバリュー・

アット・リスク、ベーシス・ポイント・バリューなどを活用して精緻に管理しています。

平成11年3月末基準（単位：十億円）

貸出金 23,816 3,782 893 28,490
有価証券 3,178 690 1,436 5,304
コールローン・買入手形・預け金 115 115
その他（ネット） 1,057 1,057

円資金運用 28,166 4,471 2,329 34,966

預金・譲渡性預金 28,045 2,171 13 30,228
コールマネー・売渡手形・借用金等 4,110 325 303 4,738

円資金調達 32,155 2,496 315 34,966

オンバランス・ギャップ (3,989) 1,975 2,014 －
オフバランス（デリバティブ取引） 265 (143) (122) －

ギャップ (3,725) 1,833 1,892 －
ギャップ累計 (3,725) (1,892) 0 －

含み損益 55 134 45 234

1年以下 1～5年 5年超 合計●金利改定期間別ラダー
（円貨バンキング）

注：1．金利不感応資産・負債および先日付スタートの1年物スワップは1年以下の項目に含めています。
2．含み損益の欄は金利にかかわる含み損益を残存期間別に示したもので、株式・証券投資信託の含み損益は含まれていません。
株式等の時価情報については、P.116、117をご覧ください。
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P.44の表は、平成10年度末の円貨バンキングにかかわる運用と調達を、次回金利改定日

までの期間別に示したものです。主として、預金・貸出金から発生するオンバランスのギャ

ップ（運用－調達）に対して、ALM運営方針に基づいて、スワップなどのデリバティブを活用

して全体のギャップ（金利リスク）をコントロールしながら、中長期的な期間収益の安定化・

極大化を図っています。

EDPリスク

自動機によるサービスやファームバンキングなど、今日の銀行業務はコンピュータシステム

抜きでは考えられなくなっています。コンピュータシステムに障害が発生すると銀行業務が

支障をきたすリスクをEDP（Electronic Data Processing＝電子データ処理）リスクと呼

んでいます。当行は以下のとおりさまざまな対策を講じ、EDPリスクを最小限にするよう努

力しています。

●● バックアップ体制 ●●

オンラインシステムを動かすコンピュータを設置しているメインの事務センターが、万一大

規模災害などで使用できなくなる場合には、即座に他の事務センターに設置したコンピュー

タに切り替わり、営業店の業務を継続できるようになっています。また、営業店と事務セン

ターを結ぶ通信ネットワークについても回線の二重化を実施しています。

●● 設備の安全確保 ●●

事務センターの建物は阪神・淡路大震災レベルの地震があっても耐えられる構造になってお

り、さらに地震からコンピュータを守る免震床を採用しています。また、電気・水などのラ

イフラインを確保するために、自家発電装置や貯水槽を設置し、非常時に事務センターの機

能が停止しないような設備を整えています。

●● データの安全確保 ●●

ますますリスクが高まっているネットワークを通じた不正アクセスに対しては、外部との接

続に専用のコンピュータを導入するなど、万全の対策を講じています。

事務リスク

銀行には、預金・為替・融資・外国為替などのあらゆる業務でさまざまな事務があります。事

務リスクとは、これらの事務を正確にあるいはタイムリーに行わなかったために事故が発生

し、銀行が損失を被ることをいいます。

日常事務において、現金をはじめ手形・小切手・通帳・証書などの重要物の取り扱いを誤る

と、大きな事故につながる恐れがあります。また、通帳・証書・カードの喪失などの場合には、

たとえ正確な受付事務を行っても処理が遅れて事故が発生する場合もあります。

このような事務リスクに対し、当行では各業務ごとの手順、権限、管理方法などを定めた

事務手続を整備し、事故を防止するための事務フローを構築しています。また、正確かつス

ピーディーな事務処理をサポートする各種事務機器の充実、コンピュータによるチェック機

能の強化にも努めています。

さらに、正しい事務知識や管理能力の向上のため、階層別、業務別の各種勉強会や集合研

修、高度な事務知識を修得させるための研修生制度、事務専門セクションによる事務管理層

へのOJTなどの教育・指導体制を整備しています。また、定型的かつ大量に発生する事務や

外国為替における専門的事務は事務集中部門にシフトする体制を整備するなど、さまざまな

角度から事務リスクに対応しています。
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